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指定短期入所生活介護重要事項説明書 

特別養護老人ホーム ミューズの虹 平塚 
R7.12.1 現在 

 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています 

宮崎県指定第 ４５７０２０１８８１ 

 

当事業所はご契約者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供します。施設の概要や

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 

 

 

 ※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果『要支援』『要介護』と 

   認定された方が対象となります。要介護認定を受けていない方でもサービス 

  利用は可能です。 

 

１．事業者 

（１） 法  人  名  社会福祉法人 報謝会 

（２） 法 人 の所在地  宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田７３４８－２ 

（３） 電 話 番 号  ０９８４－４２－５００１ 

（４） 代 表 者 氏 名  理事長 竹井 千代子 

（５） 設 立 年 月 日  平成５年４月７日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類  指定短期入所生活介護事業所 

令和 3 年 2 月 11 日指定 

宮崎県指定４５７０２０１８８１ 

          ※当事業所は特別養護老人ホーム ミューズの虹 平塚に併設されています。 

（２）事業の目的 

社会福祉法人報謝会が開設する指定短期入所生活介護 特別養護老人ホーム 

ミューズの虹 平塚（以下『事業所』という。）が行う指定短期入所生活介護事

業（以下『事業』という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に

関する事項を定め、事業所の医師、生活相談員、介護職員又は看護職員、栄養士、

機能訓練指導員、調理員（以下『介護従事者』という。）が要介護状態又は、要

支援状態にある高齢者に対し、適正な短期入所生活介護を提供することを目的と

する。 

（３）事業所の名称  特別養護老人ホーム ミューズの虹 平塚 

（４）事業所の所在地 宮崎県都城市平塚町３０３３番地１ 

（５）電話番号     ０９８６－２６－７０８１ 
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（６）管理者      (  山元 直樹  ) 

（７）当事業所の運営方針 

事業者の介護従事者等は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可

能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

が出来るよう入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練を

行うことにより利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神

的負担の軽減が図られるよう援助するものとする。 

（８）開設年月日         平成２１年２月１１日  

（９）営業日及び営業時間 

営 業 日 年 中 無 休 

     受 付 時 間    月曜日から金曜日  ８：３０～１７：２０ 

   土、日、祝日についてはお問い合わせください 

 

（10）利用定員         １０人 

（11）居室等の概要 

当施設では、以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室は、原則と

して１人部屋です。 

 

      居室・設備の種類        室  数 備  考 

個   室       10室  

 共同生活室（ユニット毎に）          １室  

       洗  濯  室           １室  

  浴  室（ユニット毎に）           １室  

       医  務  室                １室  

      

※居室の変更：ご契約者から居室の変更の申し出があった場合は、居室の空き状況に

より施設でのその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を

変更する場合があります。その際は、ご契約者やご家族等と協議の上決定するも

のとします。   

※その他居室に関する特記事項（トイレ居室外１ヶ所・浴室内１ヶ所） 

 

３．職員の配置状況 

当施設では、ご契約者に対して指定短期入所生活介護施設サービスを提供する職員

として以下の職種職員を配置しています。≪主な職員の配置状況≫職員の配置につい

ては指定基準を遵守しています。 

 

職   種 勤務状態の区分 人数 計 

管 理 者 常勤で兼務 １ 1 名 

医   師 常勤以外で兼務 １ 1 名 

生活相談員 常勤で専従 １ 1 名 
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介護職員 常勤で兼務 介護職員数は基準配置

に準ずる。※1 参照 介護職員 常勤以外で兼務 

機能訓練指導員 常勤で兼務 １ 1 名 

栄 養 士 常勤で専従 １ 1 名 

介護支援専門員 常勤で兼務 １ 1 名 

事務職員 常勤で専従 １ １名 

 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延べ時間数の総数を当施設における常勤職

員の所定勤務時間数（週 38.3 時間）で除した数です。 

※1 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算法で、入所者の数が 3 又はその端数を増

すごとに 1 以上。 

 

≪主な職種の勤務体制≫ 

職   種 勤 務 体 制 

看 護 職 員 

機能訓練指導員 

07：20～16：30 

08：20～17：30 

08：50～18：00 

1 名 

1 名 

1 名 

 

 

介 護 職 員 

各ユニット必要 

に応じ、勤務を 

行う。 

 

 

07：20～16：30 

08：50～18：00 

09：50～19：00 

16：00～00：00 

00：00～10：10 

22：00～08：00 

 

 

1 名 

1 名 

1 名 

1 名 

1 名 

1 名 

 

   ※土曜日、日曜日及び祭日については上記と異なります。また、行事、入浴等の関係で

若干変更になる場合があります。 

 

４．施設が提供するサービスと利用料金 

当施設では、ご契約者に対して次のサービスを提供します。 

 当施設が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合があります。 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担していただく場合があります。 

（３）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条参照） 

    以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常９割または８割または 7 割）

が介護保険から給付されます。 
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【サービスの概要】 

①食事 

・当事業所では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況及

び嗜好を考慮した食事を提供します。 

・ご契約者の自立支援の為に離床して食堂にて食事を摂っていただくことを原則とし

ています。 

（基本食事時間） 

［ 朝食 7：30 ～ 8：15 昼食 12：00 ～ 12：45 夕食 17：00 ～ 17：45 ］ 

   ②入浴 

・入浴又は清拭を週２回以上行います。（但し、健康状態、体調不良、本人よりの拒

否、医師の指示がある場合はこの限りではありません。） 

・寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することが出来ます。 

③排泄 

 ・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

④機能訓練 

 ・機能訓練指導員より、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要

な機能の回復またはその減退を防止するための訓練を実施します。 

⑤その他自立への支援 

 ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

 ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

 

≪サービス利用料金（１日あたり）≫ （契約書第７条参照） 

    下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険

給付額を除いた金額（自己負担）をお支払い下さい。（サービス利用料金は、ご契約

者の要介護度に応じて異なります。） 

（１日あたり）単位：円 

ご 契 約 の 要 介 護 度 要介護 1 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

① サービス利用料金 7,040 7,720 8,470 9,180 9,870 

② 介護保険から支給される金額 6,336 

〈5,632〉 

[4,928] 

6,948 

〈6,176〉 

[5,404] 

7,623 

〈6,776〉 

[5,929] 

8,262 

〈7,344〉 

[6,426] 

8,883 

〈7,896〉 

[6,909] 

③ サービス利用に係る自己 

負担額 

（ ① － ② ） 

704 

〈1,408〉 

[2,112] 

772 

〈1,544〉 

[2,316] 

847 

〈1,694〉 

[2,541] 

918 

〈1,836〉 

[2,754] 

987 

〈1,974〉 

[2,961] 

④ 連続 61 日以上短期入所生活

介護を行った場合 

サービス利用料金 

6,700 7,400 8,150 8,860 9,550 

⑤ 介護保険から支給される金額 6,030 6,660 7,335 7,974 8,595 

⑥ サービス利用に係る自己 

負担額 

（ ④ － ⑤ ） 

670 

〈1,340〉 

[2,010] 

740 

〈1,480〉 

[2,220] 

815 

〈1,630〉 

[2,445] 

886 

〈1,772〉 

[2,658] 

955 

〈1,910〉 

[2,865] 
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⑦ 夜勤職員配置加算 Ⅳ 20〈40〉[60] 

⑧ 送迎加算 片道につき 184〈368〉[552] 

⑨ 緊急短期入所受入加算 90〈180〉[270] 

⑩ 長期利用者に対する減算 -30円／日 －60 円／日 -90円／日 

⑪ 生産性向上推進体制加算Ⅱ 10円/月〈20 円/月〉[30円/月] 

⑫ 介護職員等処遇改善加算Ⅱ 所定単位数に 1000 分の 136 を加算します 

〈 〉内は、2割負担、[ ]内は、3割負担のご利用者様のサービス利用料金となります。 

 

※ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料の全額をいったん

お支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険か

ら払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償

還払いとなります。償還払いとなる場合は、ご契約者が保険給付の申請を行うために必

要となる事項を記載した『サービス提供証明書』を交付します。 

※ご契約者に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。（下記（２）①参照） 

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額にあわせて、ご契約者の負担

額を変更します。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条、第７条参照） 

      以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担になります。 

 

【サービスの概要と利用料金】 
① 食 費 

       利用料金：１日あたり  1 , 4 4 5 円 

※食費内訳(１食あたり)朝食：260円・昼食：645 円・夕食：540 円   

※入退所の日においてはその額が定める負担限度額を下回った場合はその額 

とします。 

尚、終日利用する場合には、特別な場合を除いて実際に摂った食数に 

かかわらず 1日あたりの額とします。 

※欠食依頼については、食材の準備等ある為、前々日までに施設へ連絡を 

いただいた場合は請求致しません。 

※市町村が定める介護負担限度額の認定の段階に応じ、料金は異なります。 

 

    ②居住費 

       利用料金：１日あたり  ２，０６６円  

※市町村が定める介護負担限度額の認定の段階に応じ、料金は異なります。 

 

滞在費及び食費の軽減措置 

特定入所者介護サービス 

 

○負担限度額（１日当たり） 

本人及び所帯全員の所得に応じて市町村が認定する段階の利用者負担段階に応じて、下表の負

担限度額の欄に掲げる金額が、利用者の支払う費用となります。 
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利用者負

担段階 
所得区分の概要 

負担限度額 利用者負担額 

食 費 
滞在費 

（ユニット型） 
食 費 

滞在費 

（ユニット型） 

第１段階 

本人及び世帯全員が住民税非課税で

あって、老齢福祉年金の受給者、 

生活保護の受給者 

300円 880円 300円 580円 

第２段階 

本人及び世帯全員が住民税非課税で

あって、合計所得金額＋課税年金収

入額が８０万円以下の人 

600円 880円 600円 580円 

第３段階

① 

本人及び世帯全員が住民税非課税で

あって、合計所得金額＋課税年金収

入が８０万円超 120万円以下の人 

1,000円       1,370円 1,000円       1,070円       

第３段階

② 

本人及び世帯全員が住民税非課税で

あって、合計所得金額＋課税年金収

入が 120 万円超の人 

1,300円       1,370円 1,300円       1,070円       

基準 

費用額 

国が示す平均的な費用額。負担限度

額との差額が介護保険から施設へ補

足給付される。 

1,445円 2,066円 1,445円 1,766円 

   ③理髪・美容 

 『理髪・美容サービス』 

 月に一回理容師の出張による理髪サービスをご利用いただけます。 

利用料金：要した費用の実費 

 

④レクリエーション、クラブ活動 

ご契約者の希望によりレクリエーション、クラブ活動に参加していただくことがで

きます。 

利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

 

⑤複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧することが出来ますが複

写物を必要とする場合には、実費をご負担いただきます。 

利用料金：１枚につき１０円 

 

⑥日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担して

いただくことが適当であるものに係る費用を負担いただきます。 

※おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

 

ご契約者の要介護度 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５ 

サービス利用料金 7,040 7,720 8,470 9,180 9,870 
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⑦加湿器使用料（11 月～5 月）      ５００円／月 

 

⑧電気代（居室内へ設置し使用された場合） 

テレビ・冷蔵庫等１台につき     １００円／日 

 

    ⑨その他 

・利用者の嗜好品の購入、行事への参加費など諸々費用は実費 

（販売事業者へ直接お支払ください。） 

・サービス提供に関する記録の複写物に関する実費額は、 

１複写につき １０円 

 ・おやつ代別途請求          １３０円／日 

 

  

⑩ご契約者が契約終了後も居室を明け渡さない場合に、本来の契約終了日から現実に

居室が明け渡された日までの期間に係る料金は次の通りです。 

      

 ご契約者が自立と判定された場合         ７，１５０円 

 契約終了後も食事・居住の提供を実施した場合 食費１，445 円・居住費 2,066 円  

 

※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更す

ることがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更

を行う２ヶ月前までにご説明します。 

 

        ⑪地区外送迎に要する費用（１回につき） 

     利用者の身体の状況により協力医療機関外にて診療および治療を要する以外に、利

用者の希望により地区外の送迎に要する費用は次のとおりです。 

[１] 都城市  １，５００円  [２] 小林市  ２，２５０円 

[３] 宮崎市  ３，７５０円         [４] 高原町  ２，２５０円 

[５] 曽於市  ２，２５０円        [６] 三股町  ２，２５０円 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第７条参照） 

   前記（１）（２）の料金・費用はサービス利用終了時に、ご利用期間分の合計金額をお

支払い下さい。 

 

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第８条参照） 

    ①利用予定期間の前に、ご契約者の都合により、短期入所生活介護サービスの利用中

止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。 

     この場合は、サービスの実施日前日までに事業者に申し出てください。 

② 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出された

場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し、ご契

約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 
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 ③サービス利用の変更、追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希

望する期間にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能日時を契約者に提示し

て協議します。 

④ご契約者がサービスを利用している期間中でも利用を中止することが出来ます。そ

の場合、既に実施されたサービスに係る利用料金はお支払い頂きます。 

   

 

 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無  料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 
当日の利用料金の１０％ 

（自己負担相当額） 

 

 

 

５．苦情の受付について   （契約書第２１条） 

 

（１）当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

    ☆苦情受付担当 

       担 当 者： 山元 直樹（施設長 兼 生活相談員）          

       ☆受付時間 

毎   週：  月曜日  ～  金曜日 

受付時間：   ８：３０ ～  １７：２０ 

 

（２）行政機関その他の苦情受付期間 

 

都城市介護保険課 

所 在 地 宮崎県都城市姫城６－２１ 

電  話 ０９８６ー２３－２１１４ 

受付時間 ８：３０ ～ １７：１５ 

国民健康保険 

団体連合会 

所 在 地 宮崎県宮崎市下原町２３１－１ 

電  話 ０９８５－２５－５２０８ 

受付時間 ８：３０ ～ １７：１５ 

宮崎県 

社会福祉協議会 

所 在 地  宮崎県宮崎市原町２－２２ 

電  話 ０９８５－２２－３１４５ 

受付時間 ８：３０ ～ １７：１５ 
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６.第三者評価 

 

○第三者評価の実施状況 
１ あり 

実施日 令和  年 月 日 

評価機関名称 

結果の開示 １ あり  ２ なし 

①  なし 
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令和   年  月  日 

 

指定短期入所生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い

ました。 

 

事業者  宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田 7348 番地 2 

社会福祉法人 報謝会 

理 事 長  竹井 千代子    

 

事業所  宮崎県都城市平塚町 3033-1 

                          特別養護老人ホーム ミューズの虹 平塚 

              説明者              ㊞ 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定短期入所生活介護サー

ビスの提供開始に同意しました。 

 

 

 

【ご利用者様】 

   住 所 ： 

 

   氏 名 ：                ㊞ 

 

 

【保証人及び身元引受人】 

 

   住 所 ： 

    

氏 名 ：                 ㊞ （続 柄     ） 
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施設利用の注意事項 

 

 当事業所のご利用に当たって、サービスを利用されている利用者の快適性、安全性を確保す

るため、下記の事項をお守り下さい。 

 

（１）持ち込みの制限 

     持ち込み品につきましては職員にご相談下さい。 

 

（２）施設、設備の使用上の注意（契約書第１２条参照） 

・居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

・故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を

壊したり汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していた

だくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

・ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認め

られる場合には 、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることが出来

るものとします。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、

十分な配慮を行います。 

・当事業所の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、

営利活動を行うことは出来ません。 

 

（３）面会について 

基本時間（毎日） 9：00 ～ 17：00 

※上記以外の時間等に面会を希望される場合、事前に職員までご相談下さい。 

       尚、施設内・外の感染症や災害等の発生に伴い、面会を一時中止すること

がございますのでご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます 

 

（４）事業所内の喫煙スペース以外での喫煙は出来ません。 

 

（５）食事が不要の場合は前々日までにお申し出下さい。 

 

（６）入所中の医療の提供について 

        医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関におい

て診療や入院治療を受けることが出来ます。（但し、下記医療機関での優先

的な診療、入院治療を保証するものではありません。また、下記医療機関で

の診療、入院治療を義務付けるものではありません。） 

 

      ①協力医療機関 

 医療機関の名称 久保原田中医院 

所在地 都城市久保原町１３街区１号 

 


